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瀬
戸
市
の
南
東
部
に
位
置
す
る
海
上
の
森
は
、
都
市
の
近
郊
に
あ
り
な
が
ら
、
豊
か
な
森
林
と
農
地
、
水

辺
地
等
が
あ
っ
て
、
様
々
な
野
生
動
植
物
が
生
息
し
、
生
育
す
る
多
様
な
自
然
環
境
を
有
し
て
い
る
。
海
上

の
森
は
、
人
々
の
営
み
と
深
く
か
か
わ
る
中
で
そ
の
姿
を
変
え
、
か
つ
て
焼
物
の
製
造
の
た
め
の
薪
の
採
取

な
ど
に
よ
り
、
そ
の
一
部
が
樹
木
の
乏
し
い
荒
廃
地
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
先
人
の
努
力
と
自

然
の
力
に
よ
り
そ
の
緑
が
回
復
さ
れ
た
歴
史
を
持
つ
。 

 

海
上
の
森
の
一
部
は
、
二
千
五
年
、「
自
然
の
叡
智
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
愛
知
万
博
の
瀬
戸
会

場
と
な
っ
た
。
愛
知
万
博
は
、
幅
広
い
県
民
参
加
の
力
を
得
て
成
功
に
導
か
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
世
界

の
様
々
な
文
化
と
触
れ
合
い
、
世
界
の
人
々
と
友
情
を
は
ぐ
く
み
、
ま
た
、
環
境
問
題
を
身
近
に
感
じ
、
人

と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
見
直
す
契
機
と
な
る
な
ど
、
多
く
の
成
果
を
残
し
た
。 

 

そ
う
し
た
中
で
、
海
上
の
森
は
、
自
然
が
持
つ
素
晴
ら
し
い
仕
組
を
学
ぶ
場
と
な
り
、
人
と
自
然
と
が
共

生
す
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
愛
知
万
博
の
理
念
を
象
徴
す
る
森
と
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
海
上
の
森
を
見

る
と
き
、
私
た
ち
の
身
近
に
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
が
あ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。 

 

私
た
ち
は
、
愛
知
万
博
の
理
念
と
成
果
を
未
来
に
向
け
て
確
実
に
継
承
し
、
更
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め

に
、
海
上
の
森
を
愛
知
万
博
記
念
の
森
と
し
て
将
来
に
わ
た
っ
て
保
全
す
る
と
と
も
に
、
県
民
が
自
然
と
触

れ
合
い
、
交
流
す
る
場
と
し
て
、
ま
た
、
県
内
の
身
近
な
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
け
る
自
然
環
境
の

適
正
な
保
全
の
た
め
の
取
組
等
を
促
進
す
る
場
と
し
て
活
用
し
、
人
と
自
然
と
が
共
生
す
る
社
会
の
実
現

に
資
す
る
た
め
、
こ
こ
に
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 



第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等 

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
の
基
本
と
な
る
事
項
並
び

に
あ
い
ち
海
上
の
森
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
海
上
の
森

の
適
正
な
保
全
及
び
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
海
上
の
森
」
と
は
、
瀬
戸
市
海
上
町
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
森
林
、 

農
地
、
水
辺
地
等
の
区
域
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
区
域
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

海
上
の
森
は
、
そ
の
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
け
る
多
様
な
自
然
環
境
が
そ
の
地
域
の
自
然 

的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
適
正
に
保
全
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

海
上
の
森
は
、
県
民
が
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
、
自
然
の
仕
組
及
び
人
と
自
然
と
の
関
係
に 

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
場
と
し
て
活
用
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
は
、
県
及
び
当
該
取
組
を
自
主
的
に
行
う
県
民
、
県
民
の 

組
織
す
る
団
体
等
（
以
下
「
県
民
等
」
と
い
う
。
）
が
協
働
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

海
上
の
森
の
活
用
の
た
め
の
取
組
は
、
県
民
等
が
身
近
な
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
い
て
自
主
的 

に
行
う
自
然
学
習
、
自
然
環
境
の
適
正
な
保
全
の
た
め
の
取
組
等
の
促
進
及
び
森
林
整
備
の
推
進
に
資

す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
を 

行
う
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
県
民
の
役
割
） 

第
五
条 

県
民
は
、
第
三
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用 

の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
身
近
な
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
け
る
自
然

環
境
が
適
正
に
保
全
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
海
上
の
森
を
訪
れ
る
者
の
責
務
） 

第
六
条 

海
上
の
森
を
訪
れ
る
者
は
、
野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る 

行
為
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
等
海
上
の
森
の
自
然
環
境
の
保
全
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
生
活
環



境
の
保
全
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
章 

保
全
活
用
計
画
等 

 

（
保
全
活
用
計
画
） 

第
七
条 

知
事
は
、
海
上
の
森
の
適
正
な
保
全
及
び
活
用
を
図
る
た
め
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た 

め
の
取
組
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
保
全
活
用
計
画
」
と
い
う
。）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

保
全
活
用
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

海
上
の
森
の
自
然
環
境
の
特
質
、
土
地
利
用
の
状
況
等
の
自
然
的
社
会
的
条
件
、
こ
れ
ら
の
条
件
に 

応
じ
た
地
域
の
区
分
そ
の
他
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

 

二 

前
号
の
地
域
ご
と
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
の
内
容 

 

三 

海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
を
自
主
的
に
行
う
県
民
等
と
の
協
働
に
関
す
る
事
項 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
に
関
し
必
要
な
事
項 

３ 

知
事
は
、
保
全
活
用
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と 

が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
保
全
活
用
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
保
全
活
用
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
自
然
学
習
の
機
会
の
提
供
等
） 

第
八
条 

県
は
、
県
民
が
海
上
の
森
に
お
い
て
円
滑
か
つ
効
果
的
に
自
然
と
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ 

う
、
海
上
の
森
に
お
け
る
自
然
学
習
の
機
会
及
び
森
林
施
業
、
農
作
業
等
の
体
験
の
機
会
の
提
供
、
海
上

の
森
に
お
け
る
野
生
動
植
物
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
民
等
が
行
う
取
組
に
関
す
る
措
置
） 

第
九
条 

県
は
、
県
民
等
が
県
と
協
働
し
て
行
う
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
が
円
滑
か 

つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
導
者
の
育
成
） 

第
十
条 

県
は
、
県
民
等
が
身
近
な
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
い
て
自
主
的
に
行
う
自
然
学
習
、
自
然 

環
境
の
適
正
な
保
全
の
た
め
の
取
組
等
の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
身
近
な
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お

け
る
自
然
環
境
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
森
林
施
業
の
技
術
指
導
等
を
行
う
指
導
者
を
育
成
す
る
よ
う



努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
の
聴
取
） 

第
十
一
条 

県
は
、
海
上
の
森
に
お
い
て
貴
重
な
野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ 

れ
の
あ
る
行
為
を
す
る
と
き
そ
の
他
海
上
の
森
の
適
正
な
保
全
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
自
然
環
境
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
取
組
の
実
施
状
況
の
公
表
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
毎
年
度
、
海
上
の
森
の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
の
取
組
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
イ 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

あ
い
ち
海
上
の
森
セ
ン
タ
ー 

 

（
設
置
） 

第
十
三
条 

海
上
の
森
の
適
正
な
保
全
及
び
活
用
を
図
る
た
め
、
あ
い
ち
海
上
の
森
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ 

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
瀬
戸
市
に
設
置
す
る
。 

 

（
業
務
） 

第
十
四
条 

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

一 

海
上
の
森
の
活
用
の
た
め
の
取
組
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

海
上
の
森
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。 

 

三 

海
上
の
森
に
関
す
る
資
料
を
展
示
す
る
こ
と
。 

  

四 

工
作
室
、
研
修
室
及
び
遊
歩
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
職
員
） 

第
十
五
条 

セ
ン
タ
ー
に
、
所
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

 

（
利
用
の
許
可
等
） 

第
十
六
条 

セ
ン
タ
ー
の
工
作
室
又
は
研
修
室
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
長
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
使
用
料
） 

第
十
七
条 

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
。 



２ 
使
用
料
は
、
当
該
施
設
の
利
用
開
始
日
ま
で
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
納
付
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
還
付
し
な
い
。 

 

一 

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
の 

中
止
を
命
じ
た
と
き
。 

 

二 

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
所
長
の
承
認
を
受
け
て
利
用
を
中
止
し
た
と
き
。 

４ 

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
使
用
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除 

し
、
又
は
そ
の
徴
収
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

使
用
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
者
か
ら
は
、
納
付
す
べ
き
金
額
（
千
円
未
満
の
端
数
金
額 

及
び
千
円
未
満
の
金
額
は
、
切
り
捨
て
る
。
）
に
、
当
該
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日

数
に
応
じ
、
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
徴
収
す

る
。
た
だ
し
、
延
滞
金
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
延
滞
金
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

６ 

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
延
滞
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
利
用
者
の
義
務
） 

第
十
八
条 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
際
し
て
は
、
こ
の
条
例
及
び
こ
の
条
例
に
基
づ 

く
規
則
の
規
定
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
け
ら
れ
た
条
件
及
び
所
長
の
指
示

に
従
う
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
の
秩
序
を
乱
す
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
許
可
の
取
消
し
及
び
利
用
の
中
止
命
令
） 

第
十
九
条 

所
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
許 

可
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

知
事
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
利
用
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
二
十
条 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
条
件
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し 

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
過
料
） 

第
二
十
一
条 

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た 

者
に
対
し
て
は
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が



五
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
五
万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
一
万
円
以 

下
の
過
料
を
科
す
る
。 

 

一 

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
け
ら
れ
た
条
件
に
違
反
し
て
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た 

 
 

者 

 

二 

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
又
は
利
用
の
中
止
命
令
に
違
反
し
て
セ
ン
タ
ー
を
利
用 

し
た
者 

 

三 

そ
の
他
不
正
の
方
法
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た
者 

３ 

第
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
セ
ン
タ
ー
の
秩
序
を
乱
し
た
者
に
対
し
て
は
、
五
千
円
以
下
の
過
料 

を
科
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

  

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
及
び
別
表
の
規
定
は
、
規 

則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
平
成
十
八
年
七
月
規
則
第
七
十
一
号
で
、
同
十
八
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
） 

  
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
条
例
第
七
号
抄
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
中
愛
知
県
港
湾
管 

理
条
例
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら
、

附
則
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
愛
知
県
奥
三
河
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
前
に
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
公
の 

施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
公
の
施
設
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の

条
例
（
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
限
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

施
行
日
前
に
施
行
日
以
後
の
公
の
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。） 

か
ら
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
各
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
当
該
公

の
施
設
の
利
用
に
係
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 



附 

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
条
例
第
四
号
抄
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定 

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
愛
知
県
奥
三
河
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
施
行
日
以
後
の
公
の
施
設
の
利
用
の 

許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）
か
ら
は
、
こ
の
条
例
（
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六

条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第

二
十
八
条
の
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
改
正
前
の
各
条
例
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
当
該
公
の
施
設
の
利
用
に
係
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例

に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
前
に
施
行
日
以
後
の
公
の
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
公
の
施 

設
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
（
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十

一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

別
表
（
第
十
七
条
関
係
） 

  

備
考 

こ
の
表
に
お
い
て
、「
午
前
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
を
、「
午
後
」
と
は
午
後
一
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
を
い
う
。 

 

一
部
改
正
〔
平
成
二
六
年
条
例
七
号
・
三
一
年
四
号
〕 

研

修

室

使

用

料 

工

作

室

使

用

料 

使

用

料

の

名

称 

午    

前 

午    

後 

午    

前 

午    

後 

単 
 
 
 
 

位 

三
、
〇
〇
〇  

四
、
一
〇
〇  

五
、
〇
〇
〇  

六
、
七
〇
〇  

使
用
料
の
額
（
単
位
円
） 


